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第１章 はじめに 

 

１．合併の必要性 

市町村は、住民に最も身近で基礎的自治体として、これまでも、教育、社会福祉や消

防等、住民に密着したサービスの提供や地域の特色を活かしたまちづくりなどについて、

重要な役割を果たしてきました。 

しかしながら、少子高齢社会の到来、国・地方を通じた著しい財政の悪化等、市町村

を取り巻く情勢は大きく変化してきており、今後、現行の行政サービスの維持、向上を

図っていくことが困難となるものと予想されています。 

このように、市町村を取り巻く環境が大きく変わりつつある中、市町村合併は、市町

村の行財政基盤を強化し、社会福祉等の身近な行政サービスを維持、充実するとととも

に、将来にわたり地域の持続的な発展を確保するためのひとつの手段として、検討すべ

き課題となっています。 

こうした状況は、４市町においても同様であり、これらの内容を整理すると次のよう

になります。 

 

（１） 少子高齢社会への対応 

少子高齢社会の到来により、右肩上がりで増加してきた日本全体の人口は、平成 19

年以降減少することが予想され、過疎地域の問題としてだけ捉えてきた人口減少の問題

は、都市部も含めた日本全体の問題となってきています。 

４市町の人口をみると、総人口は昭和 60 年の 240,202 人から平成 12 年には 212,925

人となり、この 15 年間に 27,277 人の減少となっています。また、その内訳は昭和 60

年に総人口の 7.8％だった 65 歳以上の高齢者が平成 12 年には 17.3％に、昭和 60 年に

22.8％だった 15 歳未満の年少人口が平成 12 年には 14.2％となり、少子高齢化は年々急

激な速さで進んでいます。 

また、地域社会の経済活動の主な担い手である生産年齢層（15 歳～64 歳）人口も減

少し、地域経済に影響を及ぼすことが予想されており、このような状況から、今後、市

町村の行財政運営が困難になることが懸念されます。 

こうした中で、少子高齢社会に的確に対応し、社会福祉をはじめとする行政サービス

の維持、充実を図っていくためには、効率的な行政組織を構築し、相対的な行政コスト
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を削減していくことが必要となります。 

 

（２）地方分権の進展と多様な行政ニーズへの対応 

個性豊かで活力に満ちた地域社会を目指すため、地方分権の推進主体である市町村は、

住民の多様な行政ニーズ、地域の特性や時代の変化に対応したまちづくりを主体的に進

めていくことが重要です。 

これからは、自己決定・自己責任の原則により、自ら政策を立案し、住民に説明し、

実施することがこれまで以上に求められています。 

こうした地方分権の進展に対応していくためには、市町村の政策形成能力が強く求め

られることになり、その結果、市町村の取り組みによっては、行政サービスに格差が生

じたり、活力などに直接的に影響したりすることが大いに予想されます。 

また、それぞれの地域の個性を活かし、住民の意見を反映したまちづくりを進めてい

くためには、住民自らが主体的にまちづくりに関わっていくことが求められています。

このことは、今後、地域のさまざまな課題の解決に当たって、住民と行政がそれぞれの

役割分担を十分意識しながら、対等なパートナーとして協力していくことであります。 

このような状況の中で、それぞれの市町村においては、職員の政策形成能力の向上や

専門的人材の育成を図るなど、分権時代に対応したふさわしい組織体制を整えていくこ

とが必要となってきます。 

さらに、合併を契機に住民自治によるまちづくりの意識を醸成していくことにより、

これまでのコミュニティの機能をさらに強化することができるとともに、多様な分野で

住民主体のまちづくりが可能となります。 

 

（３）厳しい財政状況と行政の効率化 

わが国の財政は、長引く景気の低迷により、国と地方を合わせた借入金残高が平成 15

年度末で約 695 兆円に達し、そのうち、地方（都道府県、市町村）の借入金残高は約 199

兆円と見込まれており、国、地方とも極めて厳しい状況にあります。 

また、現在、多くの市町村は、国からの地方交付税や補助金、地方債（借入金）に依

存した財政運営を行っていますが、市町村の財政構造の健全性を示す経常収支比率（人

件費など義務的経費の割合）や公債費比率（借り入れたお金の償還に必要な経費の割合）

が年々悪化しています。 
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こうした厳しい財政状況の中、国においては、国庫補助金の縮減、税源配分の見直し、

交付税改革を内容とする三位一体の改革が進められており、これらの影響により将来に

わたって現行の行政サービス水準を維持していくことは困難となることが予想されま

す。行政サービスの水準を維持、充実させていくためには、限られた財源の中で、より

効率的な行政を確立していくことが必要となります。 

 

（４）生活圏域の一体化 

現在の地方行政制度は、昭和 30 年前後に創設され、ほぼ 50 年そのままの形で維持さ

れてきています。50 年前の地域社会は、ほとんどの家庭で電話、テレビや自動車もなく、

隣の市町村までの道路も改良・舗装されず、時間的・空間的距離の感覚は今とは随分異

なっていたことは想像に難しくありません。 

現在は、情報通信ネットワークが張り巡らされ、道路網についても格段の整備が進み、

通勤、通学や医療機関の利用等、住民行動圏域は大きく広がっており、４市町は、釧路

市を中核として一体的な生活圏域を形成しています。 

さらに、行政区域という壁を取り払い地域が一体化することで、住民の日常生活圏に

対応する住民サービスを実現していく、暮らしやすく活力のある地域づくりに向けた取

り組みが可能となっています。 

 

（５）“第一次産業”を基盤とした産業の再構築 

４市町は、恵まれた自然環境を活かし、農業（基幹産業である酪農）、林業（道内有

数の森林地帯）、水産業（日本有数の漁業基地）の第一次産業を主体として発展してき

た地域です。国内でも有数の生産基地であり、また、日本の食料基地ともいえる地域で

もあります。 

これまでも、この第一次産業から生じるさまざまな素材を活用することにより、第二

次、第三次産業の振興につながりを持ってきましたが、今後、地域が一体化することで、

産業の中心となるこの第一次産業の基盤をさらに強化し、他産業との新たな連携を確立

することで、地域経済を大きく発展させることが可能となります。 

 

（６）“観光都市”としての魅力の向上 

４市町の中には、釧路湿原、阿寒の２つの国立公園やタンチョウ、マリモ等、全国ブ
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ランドとして確立された地域の魅力あふれる資源がたくさんあります。しかしながら、

ともすれば個々の地域だけの資源として捉えられる傾向が強く、地域全体の資源として

アピールすることに至っていない面があります。今後、新市の地域ブランドとして統一

的に発信することができるようになれば、「自然豊かな癒しの地域」という地域として

のイメージを大きく向上させることができるばかりでなく、これらの地域資源を活かし

た観光をはじめとする産業の活性化を図っていくことが可能となります。 
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２．計画策定の方針 

（１）計画の趣旨 

本計画は、「市町村の合併の特例に関する法律」第５条に基づく法定計画として作成

するもので、釧路市、阿寒町、白糠町及び音別町が合併した後の新市のまちづくりを進

めていくための基本方針を定め、４市町の速やかな一体化を促進し、地域の均衡ある発

展と住民福祉の向上を図るための方策を示すものです。 

なお、新市のまちづくりのさらに詳細かつ具体的な内容については、この計画を基礎

に新市において策定する総合計画（基本構想・基本計画）に委ねるものとします。 

 

（２）計画の構成 

本計画は、新市のまちづくりを進めていくための「基本方針」と、基本方針実現のた

めの「新市の施策」、計画期間中の財政状況を推計した「財政計画」を中心として構成

します。 

 

（３）計画の期間 

本計画の期間は、合併年度及びこれに続く 10 年間とします。 

 

（４）行財政運営の方針 

新市においては、健全な財政運営に努め、財政計画では、地方交付税、国や道の補助

金、地方債等の依存財源を過大に見積もることのないようにします。 

また、行政運営に支障のない範囲で職員の定数管理及び適正配置を図りながら、組織

の効率化に努めるものとします。 
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第２章 新市の概要 

 

１．位置、地勢 

釧路市、阿寒町、白糠町及び音別町の４市町は、北海道の東部に位置し、南側は太平

洋に面しています。平野部には広大な釧路湿原、山岳部には阿寒国立公園を擁し、北海

道の大自然を豊かに残す地域です。 

図 ４市町の位置 

 

 

白糠町 

音別町 

阿寒町 

釧路市 

30km 20 10 0 

十勝支庁 

網走支庁 
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２．気候 

釧路地域の気候は、夏季は霧が多いものの日照時間は冬季を中心に 1,942 時間と長い

ことが特色となっています。また、降水量が少なく、気温は東京や福岡より 10℃以上低

くなっています。 

 

表 釧路地域の月別平均気温 

（℃） 

 釧路 札幌 東京 福岡 

１月 -5.6 -4.1 5.8 6.4 

２月 -5.5 -3.5 6.1 6.9 

３月 -1.6 0.1 8.9 9.9 

４月 3.5 6.7 14.4 14.8 

５月 7.7 12.1 18.7 19.1 

６月 11.4 16.3 21.8 22.6 

７月 15.5 20.5 25.4 26.9 

８月 17.9 22.0 27.1 27.6 

９月 15.4 17.6 23.5 23.9 

10月 10.2 11.3 18.2 18.7 

11月 3.9 4.6 13.0 13.4 

12月 -1.9 -1.0 8.4 8.7 

年平均 5.9 8.5 15.9 16.6 

注）1971 年～2000 年までの平均値 資料）気象庁 HP 

 

 

表 釧路地域の月別日照時間 

（時間） 

 釧路 札幌 東京 福岡 

１月 175 97 181 100 

２月 179 109 161 114 

３月 207 157 159 150 

４月 181 178 165 177 

５月 180 197 181 195 

６月 127 187 120 148 

７月 110 176 148 183 

８月 126 174 178 199 

９月 146 160 113 158 

10月 180 153 130 175 

11月 165 100 141 133 

12月 166 87 171 117 

全年 1,942 1,775 1,847 1,849 

注）1971 年～2000 年までの平均値 資料）気象庁 HP 
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表 釧路地域の月別降水量 

（mm） 

 釧路 札幌 東京 福岡 

１月 44.3 110.7 48.6 72.1 

２月 29.4 95.7 60.2 71.2 

３月 58.4 80.1 114.5 108.7 

４月 78.8 60.9 130.3 125.2 

５月 113.0 55.1 128.0 138.9 

６月 106.5 51.4 164.9 272.1 

７月 115.4 67.2 161.5 266.4 

８月 123.3 137.3 155.1 187.6 

９月 153.1 137.6 208.5 175.0 

10月 106.5 124.1 163.1 80.9 

11月 71.3 102.7 92.5 80.5 

12月 45.2 104.8 39.6 53.8 

年平均 1,045.2 1,127.6 1,466.7 1,632.3 

注）1971 年～2000 年までの平均値 資料）気象庁 HP 
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３．面積 

４市町を合わせた総面積は2,136.1㎢となり、全国でも１、２の広い面積をもつ市とな

ります。また、都道府県と比較しても、大阪府や香川県をしのぎ、ほぼ東京都に匹敵す

る面積をもつ市となります。 
 

表 都道府県面積との比較 

 

人口 面積 人口密度 
順位 都道府県 

(人) (k㎡) (人/k㎡) 

41位 鳥取県 613,289 3,507.2 174.9 

42位 佐賀県 876,654 2,439.2 359.4 

43位 神奈川県 8,489,974 2,415.4 3,514.9 

44位 沖縄県 1,318,220 2,271.3 580.4 

45位 東京都 12,064,101 2,186.9 5,516.5 

 ４市町 212,925 2,136.1 99.7 

46位 大阪府 8,805,081 1,892.9 4,651.7 

47位 香川県 1,022,890 1,875.9 545.3 

資料）平成 12 年国勢調査他 
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４．人口、世帯 

平成 12 年の国勢調査結果によると、４市町を合わせた総人口は 212,925 人で、全道

のおよそ 3.7％となります。総人口は、昭和 60 年までは増加を続けてきましたが、それ

以降は減少が続いており、昭和 60 年から平成 12 年の間に 27,277 人の減少がみられま

す。 

また、総世帯数は 88,178 世帯で増加を続けていますが、核家族化の進行等により１

世帯当たりの人数は減少しています。 

年齢階層別の構成をみると、平成12年では、14歳以下の年少人口が30,070人で14.1％、

15 歳から 64 歳までの生産年齢人口が 146,182 人で 68.7％、65 歳以上の高齢者人口が

36,673 人で 17.2％となっています。これまでの推移をみると、年少人口比率が減少し、

高齢者人口比率が増加しており、少子高齢社会の到来を顕著に示す状況となっています。 

 

表 人口、世帯数等の推移 

                                           （人、％） 

       年 

項目 
昭和 60 年 平成 2 年 平成 7 年 平成 12 年 

総人口 240,202 229,724 221,987 212,925

年少人口 

（14 歳以下） 

54,754

(22.8%)

44,407

(19.3%)

35,970 

(16.2%) 

30,070

(14.1%)

生産年齢人口 

（15～64 歳） 

166,732

(69.4%)

161,910

(70.5%)

156,676 

(70.6%) 

146,182

(68.7%)

 

高齢者人口 

（65 歳以上） 

18,714

(7.8%)

23,402

(10.2%)

29,339 

(13.2%) 

36,673

(17.2%)

世帯数 81,060 82,848 86,026 88,178

１世帯当り人数 2.96 2.77 2.58 2.41

注）総人口には年齢不詳を含むため、合計が合わない場合がある。    資料）国勢調査 
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５．主要指標の見通し 

（１）人口の見通し 

平成 7 年及び平成 12 年の国勢調査結果に基づき、コーホート要因法による人口の将

来推計を行った結果によると、４市町の総人口は、平成 12 年の 212,295 人から、平成

27 年には 195,317 人になることが想定されます。 

また、年齢階層別の構成をみると、出生率の低下や平均寿命の伸長により、高齢者人

口及びその比率の増加が一層顕著となり、平成 12 年の 36,673 人（構成比 17.2％）から、

平成 27 年には 55,673 人（構成比 28.5％）になることが想定されます。 

 

（２）世帯数の見通し 

今後さらに核家族化が進行することが見込まれることから、総世帯数は、平成 12 年

の 88,178 世帯から、平成 27 年には 99,000 世帯に増加することが想定されます。また、

１世帯当たり人数は、平成 12 年の 2.41 人から、平成 27 年には 1.97 人まで減少するこ

とが想定されます。 

 

表 人口、世帯数等の見通し 

（人、％） 

       年 

項目 
平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年 

総人口 212,925 207,569 201,966 195,317

年少人口 

（14 歳以下） 

30,070

(14.1%)

27,349

(13.2%)

25,967 

(12.9%) 

24,917

(12.8%)

生産年齢人口 

（15～64 歳） 

146,182

(68.7%)

136,857

(65.9%)

127,099 

(62.9%) 

114,727

(58.7%)

 

高齢者人口 

（65 歳以上） 

36,673

(17.2%)

43,363

(20.9%)

48,900 

(24.2%) 

55,673

(28.5%)

世帯数 88,178 92,081 95,837 99,000

１世帯当り人数 2.41 2.25 2.11 1.97

注）平成 12 年は実績値。平成 17 年～27 年はコーホート要因法による推計値 
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第３章 新市建設の基本方針 

 

１．まちづくりの基本理念 

新市の建設に当っては、次の４つの基本理念のもとに、まちづくりを進めていきます。 

 

（１）新市としての新しい魅力と活力を創出するまちづくり 

新市においては、単に４市町の積み上げだけではなく、新しい都市を創造していく

という視点に立ち、地域の持つ優れた資源に立脚したまちづくりを進めていく必要が

あります。このため、住民も行政もこれまでの行政区域にとらわれることなく、地域

全体の資源を十分に活かした新しい魅力と活力を創出する、まちづくりを目指します。 

 

（２）地域を支える産業を強め活性化するまちづくり 

新市においては、農業、林業、水産業の第一次産業を中心に、第二次、第三次産業

の発展につなげるとともに、自然や地域の産業資源を観光に活かす取り組みを進め、

産業全体の底上げを図ることにより、地域を支えてきた産業の力を強め、地域経済が

伸び新市全体の活性化へつながるまちづくりを目指します。 

 

（３）個性と伝統文化を尊重し豊かな暮らしを実現するまちづくり 

新市においては、これまで培われてきた各地域の伝統文化を尊重しながら、地域コ

ミュニティの機能や利便性を低下させることなく、より安心で豊かに暮らせる環境を

確保していく必要があります。このため、新市全体のまちづくり計画との整合性を図

りながら、現在の各市町の総合計画を新市の一翼を担う各地域の振興計画として、そ

の実現を目指します。 

 

（４）住民と行政の協働による一体感あふれるまちづくり 

新市においては、住民と行政がまちづくりを再検討する大きな節目として合併をと

らえ、さまざまな分野で住民と行政の協働による一体感あふれるまちづくりを目指し

ます。 
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２．新市の特性・可能性 

４市町をひとつの都市としてみると、これまで個別の市町では見出せなかった新しい

都市としての特性・可能性を見い出すことができます。その特性を活かし可能性を引き

出すことで、地域の新たな発展と暮らしの安心、快適さを高めていくことができます。 

 

（１）広大な面積をもつ都市 

新市は、総面積が2,136.1 ㎢となり、広さでは東京都に匹敵する広大な面積をもつ都

市となります。そこには、多様な人々の暮らしと産業の営みがあります。広いステージ

での新しいまちづくりは、新市の各分野で新たな価値や可能性を引き出すことができま

す。 
 

（２）東北海道の拠点都市 

新市は、総人口が 20 万人を超え、特例市の要件を満たす道内でも有数の都市にな

ります。さらに、生活、経済、交流などの面で圏域としての中心機能が高まることに

より、「東北海道の拠点都市」としての役割がさらに期待できます。 

 

（３）あらゆる産業が有機的に結びついた活力ある都市 

新市は、恵まれた自然環境を活かした農林水産業や工業、商業、観光業などあらゆ

る産業が有機的に結びついた都市となります。また、第一次産業の基盤をさらに強化

し、他産業との新たな連携を確立することで、地域が発展し活力ある都市となる可能

性が大きく広がります。 

 

（４）世界に誇れる大自然をもつ都市 

新市は、阿寒、釧路湿原の２つの国立公園を有し、海、山、森林、湿原、湖沼、河

川など多彩で雄大な自然に恵まれた世界に誇れる大自然をもつ都市となります。自然

環境を守り、育てるとともに、地域資源として大きく価値を高めることができます。 

 

（５）世界ブランド“くしろ”を発信する都市 

新市は、２つの国立公園の他、タンチョウやマリモ等の全国ブランドとして確立さ

れた貴重な自然や観光資源を有し、また、農林水産物の生産・集積など、魅力あふれ

る地域資源をもつ都市となります。これまで地域個々に発信してきたこれらの資源の

価値を高め、世界ブランド“くしろ”として統一的に発信していくことができます。 
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３．新市の将来像 

新市は、「東北海道の拠点都市」として次世代に引き継ぐ豊かで貴重な自然を守りな

がら、活力ある多様な産業づくりを図ることにより、住民が誇りを持ち生活することの

喜びを体感できるまちづくりを目指します。そのため、新市の将来像を『豊かな自然の

恵み・産業が融和した活力ある東北海道の拠点都市』とします。 

 

「豊かな自然の恵み・産業が融和した 

活力ある東北海道の拠点都市」 
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４．将来像実現のための基本目標と施策体系 

（１）基本目標 

新市の将来像を実現するため、次の７つの基本目標のもと、まちづくりを進めます。 

 

① 地域の価値を引き出し、活力ある産業を拓くまちづくり 

新市は、恵まれた自然環境を活かし、農業、林業、水産業の第一次産業を主体とし

て発展してきた地域です。豊かな農業生産や国内でも有数の水揚げ量を誇る日本の食

料基地といえる地域であり、今後、地域が一体化することにより、安全・安心で良質

な食料の供給体制が整います。 

新市においては、第一次産業の基盤を強化するとともに、これまで紙パルプや石炭

といった基幹産業のもとで永年にわたり培ってきた技術力と豊富な人材、さらには充

実した試験研究機関の力を組み合わせ、地域産業の新しい価値を引き出す取り組みを

推進します。 

また、第一次、第二次、第三次産業の新たな連携を確立することで雇用の確保を図

り、地域経済を活性化させることを目指します。 

 

② 世界に誇れる大自然と共生するまちづくり 

新市は、２つの国立公園を持つ都市となります。阿寒・釧路湿原国立公園に代表さ

れる多彩で豊かな自然環境を将来の世代に引き継いでいくため、環境都市の実現に向

け、自然環境保全や循環型社会の形成を総合的に進めていきます。また、これらを活

かした体験型・滞在型・通年型観光など人と自然のふれあいを促進し、自然と共生す

るまちづくりを目指します。 

 

③ 世界ブランド“くしろ”を発信するまちづくり 

新市は、２つの国立公園と、タンチョウやマリモ等の全国ブランドとして確立され

た地域の魅力あふれる資源を数多く有しています。総合的、戦略的視点に立ち、世界

ブランド“くしろ”を発信するとともに、新たな地域ブランドの開発に努めます。 

また、こうした取り組みを通し、新市としてのイメージを大きく向上させることで、

これらの地域資源を活かした観光をはじめとする産業の活性化と国際観光都市とし

ての広がりを目指します。 

 

④ 東北海道の拠点都市としてのまちづくり 

新市は、東北海道の拠点都市として、情報基盤の整備を進めるなど、都市機能の向

上を図る必要があります。また、地域産業の力を高めるためにも、港湾と空港、広域
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幹線道路網が結び合った広域ネットワークを整備することなどにより物流をはじめ

とする広域交流拠点としての機能を充実する必要があります。さらに、これらの機能

を活かして世界に開かれた活力あふれる都市を目指します。 

 

⑤ 思いやりがあり、安心して暮らせるまちづくり 

少子高齢社会の時代にあっては、地域社会とのふれあいの中で、誰もが健康で、こ

ころ豊かに安心して住み続けることのできるまちづくりが必要です。 

このため、子どもが健やかに育つ環境づくりを進め、地域での保健・医療・福祉の

充実を図るとともに、一人ひとりが思いやりを持ち、ひとに優しい安心・安全なくら

しの確保を目指します。 

 

⑥ いきいきとした心豊かな人をはぐくむまちづくり 

次代を担う子どもたちが豊かな心を持ち、健やかに育つためには、家庭・学校・地

域社会が一体となってさまざまな教育環境づくりを進めていかなければなりません。

また、地域の伝統文化を守り育てるとともに、住民の生涯学習を支援するため多様な

学習機会の提供を目指します。 

さらに、国際化社会に対応する人材育成のため、さまざまな分野における国際交

流・協力活動の充実を目指します。 

 

⑦ 住民と行政の協働によるまちづくり 

地方分権が進むなか、多様化、高度化する住民ニーズに的確に応えていくため、こ

れまで以上に住民とともに考え、行動し、また、計画の策定や施策の選択などの過程

に住民が直接参加できる取り組みを進めていくことが必要です。このことは、地域へ

の愛着を深め、さらに住民が一体感を持ってまちづくりへの参加意識を高めていくと

いう好循環にもつながります。 

新市のまちづくりの主役は住民です。まちづくりへの住民や団体の方々の参加促進

や活動への支援などを通じ、知恵を出し合うパートナーシップのまちづくりを目指し

ます。 
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（２）施策体系 

７つの基本目標に基づき、行うべき施策を体系化すると、次のとおりです。 

 

新市のまちづくりの施策体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
○市街地及び都市機能の整備 
○広域交通ネットワークの整備 
○港湾・空港の整備 
○情報化の推進 

基本目標４ 東北海道の拠点都

市としてのまちづくり 

 
 
○農業の振興 
○林産業の振興 
○水産業の振興 
○鉱工業の振興 
○商業・流通業の振興 
○観光・交流の振興 
○新産業の創出 
○雇用対策の充実 

基本目標１ 地域の価値を引き

出し、活力ある産業を拓くまち

づくり 

 
 
○環境都市“くしろ”の創造 
○自然環境の保全 
○自然公園等の適正な利用 

基本目標２ 世界に誇れる大自

然と共生するまちづくり 

 
 
○“くしろ”ブランドの確立と発信 
○新市イメージアップの推進 

基本目標３ 世界ブランド“くし

ろ”を発信するまちづくり 

 
 
○保健・医療の充実 
○地域福祉の充実 
○高齢者福祉の充実 
○障がい（児）者福祉の充実 
○子育て支援の充実 
○地域内交通の確保 
○公園・緑地・水辺の整備 
○住宅・宅地の整備 
○上・下水道の整備 
○環境衛生の充実 
○消防・防災体制の充実 
○交通安全・防犯体制の充実 

基本目標５ 思いやりがあり、安

心して暮らせるまちづくり 

 
 
○生涯学習の推進 
○学校教育の充実 
○芸術・文化の振興 
○郷土文化の継承と創造 
○スポーツの振興 
○国際化への対応と他の地域との交流の推進 
○男女共同参画社会の形成 
○人権尊重のまちづくりの推進 
○コミュニティ活動の促進 

基本目標６ いきいきとした心

豊かな人をはぐくむまちづくり

 
 
○住民と行政の協働のまちづくりの推進 
○地方分権に対応した行財政運営の推進 
○広域行政の推進 

基本目標７ 住民と行政の協働

によるまちづくり 

 豊かな自然の恵み・産業が融和した活力ある東北海道の拠点都市
将来像
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５．ゾーン別の整備方針 

新市におけるゾーン別の整備方針は次のとおりです。 

 

【都市拠点ゾーン】 

釧路市の市街化区域は【都市拠点ゾーン】として位置付け、都市計画および都市計

画マスタープランに基づき、都市機能や商業の活性化を図るゾーンとします。 

＜主な地域＞釧路市 

 

【工業ゾーン】 

釧路市の臨海地区および釧白工業団地は【工業ゾーン】として位置付け、物流産業

や新産業等による企業立地を図るゾーンとします。 

＜主な地域＞釧路市、白糠町 

 

【酪農ゾーン】 

阿寒、白糠、音別と河川の流域に広がる酪農地帯は【酪農ゾーン】として位置付け、

自然との調和に配慮した酪農などの農業の振興を図るゾーンとします。 

＜主な地域＞阿寒町、白糠町、音別町 

 

【森林ゾーン】 

阿寒、白糠、音別のかつて大自然林であった山岳部は【森林ゾーン】として位置付

け、森林の育成や保護の取り組みを行い、林業の振興を図るゾーンとします。 

＜主な地域＞阿寒町、白糠町、音別町 

 

【シーサイドゾーン】 

太平洋岸に面した海岸線は【シーサイドゾーン】として位置付け、豊かな漁業資源

を活かした水産業の振興と、体験観光をはじめシーサイドの資源の活用を図るゾーン

とします。 

＜主な地域＞釧路市、白糠町、音別町 

 

【北の大自然・観光ゾーン】 

阿寒・釧路湿原の国立公園区域とその周辺は【北の大自然・観光ゾーン】として位

置付け、豊かな自然環境の保全とともに、これらを活かした体験型観光など観光産業

の振興、住民の憩いと交流の促進を図るゾーンとします。 

＜主な地域＞釧路市、阿寒町、白糠町、音別町 
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図 ゾーン別の整備方針 
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第４章 新市の施策 

 

１．新市建設の重点事項 

新市の特性を活かし、新市の将来像を実現するためには、次項に掲載している「基本

目標別主要施策」に基づき、各分野における主要事業を総合的に推進していくことが必

要です。 

このうち、次の５つの施策については、新市建設の重点事項として取り組んでいくこ

ととします。 

 

（１）安全・安心な「食」の生産・供給基地の形成 

冷涼な気候を活かした安心・安全な「食」の生産や、農林水産物の高次加工、未利用

資源の有効活用の促進などにより、地域の「食」の潜在的な可能性を引き出し、安全・

安心な「食」の生産・供給基地の形成を進めます。 

また、「食」の生産・供給基地の形成を支える港湾・空港・道路といった広域的物流

ネットワークの整備を進め、地域の産業経済の更なる発展を目指します。 

 

（２）自然と産業資源を活かした国際観光都市の形成 

新市に展開する豊かな観光資源のネットワーク化を図るとともに、地域の自然や産業

資源を観光に積極的に利用することにより、体験型・滞在型・通年型の観光の確立を図

り、観光地としての魅力をさらに高めます。 

また、国内外における観光プロモーションの推進、ホスピタリティ（注1）の醸成、観

光ボランティアなど人材の育成に努め、国際観光都市を目指します。 

 

（３）地球にやさしい環境都市の創造 

世界に誇れる大自然と共生する都市として、自然環境の保全や再生、自然環境に係る

国際学術研究拠点の形成、森林環境の活用などによる自然とのふれあい空間の整備を進

めます。 

                                                  
（注1）ホスピタリティ 

もてなしの心。 
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また、地球環境の保全や循環型社会の形成を図るため、総合的な環境保全の取り組み

を進めるとともに、地域の産業集積の条件や港湾機能等を活かした、地球に優しい新エ

ネルギーの導入や環境リサイクルに積極的に取り組みます。 

 

（４）安心して暮らせる地域医療機能の充実 

誰もが高度な医療サービスを享受することができるよう、基幹病院である市立釧路総

合病院の整備・機能充実を進めるとともに、地域の病院、診療所との連携を強化し、安

心して暮らせる地域医療機能の充実を図ります。 

また、ヘリポートの整備や交通ネットワークの形成などにより、医療機関が集積して

いる都心部への搬送体制を整え、救急医療の充実を図ります。 

 

（５）地域の可能性を高める情報化の推進 

高度情報通信基盤の整備や情報ネットワークの構築を推進し、行政諸手続きへの活用

等、住民の利便性の向上を図るとともに、防災、地域医療、教育など、さまざまな分野

における情報化を推進します。 

また、産業支援機能の強化により、地域産業の振興を図ります。 
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２．基本目標別主要施策 

（１）地域の価値を引き出し、活力ある産業を拓くまちづくり 

① 農業の振興 

農業については、新市の基幹産業としての位置づけをさらに明確にし、農業生産

基盤の一層の充実を進めながら、明日の新市の農業を担う経営感覚に優れた担い手

の育成・確保を図り、農業生産体制の再編強化に努めます。 

また、農業関係機関・団体と一体となった営農指導等により、農畜産物の生産性

の向上や安全・安心な生産流通体制の強化、加工特産品づくりの充実等を促進しま

す。 

さらに、家畜ふん尿をはじめとする農業関連廃棄物の適正処理・リサイクルの促

進など環境にやさしい農業の展開、情報化施策と連動した農業の情報化、さらには

都市と農村との交流を図り、新たな時代に即した魅力ある農業の実現と農業の持つ

多面的な機能の活用に努めます。 

【主要事業】 

○農道の整備 

○農地の整備促進 

○農業経営基盤の強化 

○エゾシカ総合対策の推進 

○ＢＳＥ（注2）対策等、家畜防疫の推進 

○担い手の育成・確保対策の推進 

○酪農ヘルパー制度の充実と利用促進 

○乳牛資質の向上対策の推進 

○産学官の連携による加工特産品づくりの推進 （再掲）⇒(1)⑦ 

○家畜ふん尿処理・リサイクル対策の推進 

○グリーンツーリズム（注3）事業の推進 

 

② 林産業の振興 

林産業については、森林が将来にわたって適正に管理され、産業としての木材生

                                                  
（注2）ＢＳＥ 

牛海綿状脳症、狂牛病。 

（注3）グリーンツーリズム 

農山村における滞在型の余暇活動。 
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産・加工機能が維持・充実されるとともに、多面的な機能が持続的に発揮できるよ

う、林道網の整備など林業生産基盤の充実を進めながら、林業関係者の合意形成の

もと、合理的・効率的な森林施業を促進し、総合的な森林整備を進めます。 

また、国土の保全や水源のかん養、地球環境の保全の視点に立ち、森林の保全及

び育成、治山対策の促進に努めるほか、森林・林業体験や環境学習、レクリエーシ

ョンの場として活用し、森林空間の総合的利用を図ります。 

【主要事業】 

○林道の整備 

○市有林の整備 

○私有林の整備促進 

○エゾシカ総合対策の推進（再掲）⇒(1)① 

○森林空間の総合的利用 

○地元材の利用促進 

○林産物加工試験研究施設の整備 

○産学官の連携による加工特産品づくりの推進 （再掲）⇒(1)⑦ 

○山菜生産の振興 

 

③ 水産業の振興 

水産業については、大きなウエイトを占める基幹産業の一つとして、漁業生産の

基盤となる漁港及び漁港関連施設の整備充実、国際漁業秩序に対応した漁業管理体

制の構築等を進めながら、漁場環境の保全や増養殖事業、中間育成事業の充実をは

じめとする資源管理型漁業の推進や栽培漁業の充実に努めるとともに、湖沼におけ

る内水面漁業の充実に努めます。 

また、経営体や担い手の育成・確保対策の強化をはじめ、住民や観光客が漁業と

ふれあう場の整備、快適な漁村生活環境の整備など、多面的な取り組みを進めます。 

水産加工業については、水産加工関連施設の整備充実や産学官の連携等による研

究開発・流通体制の強化、水産廃棄物の処理・活用体制の充実等を進め、加工技術

の高度化や新たな加工特産品の開発等により、一層の販路拡大を促進します。 

【主要事業】 

○漁港及び漁港関連施設の整備促進 

○海上保安体制の強化促進 

○地域水産業の安定振興施策の促進 
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○内水面漁業の振興 

○雑海藻等駆除事業の促進 

○増養殖事業の促進 

○中間育成施設の整備 

○水産物冷凍・冷蔵・加工施設等の整備 

○水産物加工研究開発施設の整備 

○産学官の連携による加工特産品づくりの推進 （再掲）⇒(1)⑦ 

○水産廃棄物処理・活用施設の整備促進 

 

④ 鉱工業の振興 

石炭鉱業については、関係機関との連携のもと、その存続に向けた取り組みを展

開するとともに、産炭地域の振興に努めます。 

工業については、工業支援・研究開発の体制及び関連施設の整備充実、産学官及

び産業間の連携強化を進め、既存企業の体質強化や新規事業の展開を促進します。 

また、工業ゾーンを中心とした産業立地基盤の充実・確保を図り、新市の特性に

即した企業の立地を促進します。 

【主要事業】 

○石炭関連企業への支援施策の促進 

○産炭地域振興対策の充実促進 

○ＤＭＥ（注4）実用化の推進 

○工業支援・研究開発関連施設の整備・機能強化 

○大学等高等教育機関の充実促進 （再掲）⇒(4)① 

○工業用地の確保及び工業用水安定供給対策の推進 

○企業誘致活動の充実 

 

⑤ 商業・流通業の振興 

消費者ニーズの多様化、高度化や販売競争の激化などの商業環境の変化に対応し、

関係機関との連携のもと、地域に密着したサービスの展開、ＩＴ時代に即した販売

展開等を促進していくことができるよう、既存商店街について、市街地整備等と一

体となった環境・景観整備や共同事業の促進に努め、人々が行き交うにぎわいの場

の再生と創造を進めます。 

                                                  
（注4）ＤＭＥ 

ジメチルエーテル。噴射剤等として利用され、注目されている次世代型の新燃料。 
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また、道東の物流拠点として、流通機能の高度化、効率化に向けた施設・機能整

備を進めます。 

【主要事業】 

○各種融資制度・助成制度の拡充 

○空き店舗対策の推進 

○商店街の環境・景観整備の推進 

○釧路駅周辺及び都心部商店街の整備 （再掲）⇒(4)① 

○総合的な流通関連施設の整備促進 

 

⑥ 観光・交流の振興 

多種・多様化し、かつ質を重視する傾向を強める観光・交流ニーズに応えられる

体験型・滞在型・通年型の世界に誇れる一大観光・交流拠点都市の形成を目指し、

多面的な取り組みを総合的、積極的に進めます。 

このため、世界ブランドとして確立された貴重な自然をはじめとする既存の観

光・交流資源の魅力を一層高めていくとともに、新市ならではの産業、自然、文化、

芸術、グルメ等を活用した新たな観光・交流拠点の創出や魅力ある市内周遊ルート

の整備、国際観光、国際交流を見据えた観光・コンベンション関連施設の整備充実

等を進めます。 

また、観光・交流イベントや祭りの充実、国内外に向けた観光ＰＲ活動の強化、

各種大会や合宿、修学旅行等の誘致、農林水産業と連携した観光の展開を推進する

とともに、住民のホスピタリティ（注5）の醸成を図り、交流人口の増加と地域活性

化を進めます。 

【主要事業】 

○体験型・滞在型・通年型の観光の推進 

○グリーンツーリズム事業の推進 （再掲）⇒(1)① 

○エコツーリズム（注6）の推進 （再掲）⇒(2)② 

○食をテーマにした観光の推進 （再掲）⇒(3)① 

○温泉地活性化の推進 

○国立公園整備事業等の推進 （再掲）⇒(2)③ 

○観光（情報）関連施設の整備 （再掲）⇒(3)① 

                                                  
（注5）ホスピタリティ 

もてなしの心。 

（注6）エコツーリズム 

地域の自然環境や伝統的な文化を保全しつつ、体験する旅。 
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○駅舎及び駅前の整備 

○道の駅の整備 

○特産品開発体制の充実と販売拠点施設の整備 （再掲）⇒(3)① 

○タンチョウ・マリモに関する調査研究・観察拠点施設の整備  (再掲)⇒(3)① 

○魅力ある市内周遊ルートの整備 

○新たな観光ルートの整備 （再掲）⇒(3)① 

○観光イベントの開催促進 

○観光ＰＲ活動の強化 

○各種大会、合宿、修学旅行等の誘致 

○住民向け観光講座の開催、観光ボランティアの養成・確保 

 

⑦ 新産業の創出 

新市ならではの多様な資源やこれまでに蓄積された高度な技術、潜在力を生かし、

産業クラスター（注7）の考え方も取り入れながら、産業支援・研究開発の体制の強

化や産学官及び産業間の連携強化を進め、新製品の開発や事業化の取り組み、新規

起業の取り組みを支援するなど、新たな雇用の創出に努めます。 

また、体験型観光や環境リサイクルの推進等、今後成長が期待される分野におい

て新産業の創出・育成に努めるほか、ＮＰＯ（注8）等の団体や住民、事業者などが

主体となったコミュニティビジネス（注9）の形成を支援していきます。 

【主要事業】 

○新産業創出に向けた産業支援・研究開発体制及び施設の充実 

○工業支援・研究開発関連施設の整備・機能強化 （再掲）⇒(1)④ 

○産学官・産業間のネットワークの形成促進 

○産学官の連携による加工特産品づくりの推進 

○特産品開発体制の充実と販売拠点施設の整備 （再掲）⇒(3)① 

○エコツーリズムの推進 （再掲）⇒(2)② 

○起業家に対する支援施策の推進 

○企業誘致活動の充実 （再掲）⇒(1)④ 

                                                  
（注7）産業クラスター 

取引、技術、情報、人材等の面で連結している産業の群れ。道内各地で新たなクラスター創造の動きが起きている。 

（注8）ＮＰＯ 

民間非営利組織。 

（注9）コミュニティビジネス 

ＮＰＯ等の地元団体や住民、事業者自らが社会サービスの提供や商品の製造・販売等を行い、地域雇用の拡大をも

たらす地域密着型の事業活動。 
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○コミュニティビジネス形成支援制度の確立 

 

 

⑧ 雇用対策の充実 

各種産業振興施策や新産業創出施策を積極的に推進し、農林水産業や関連加工業、

観光産業、流通業等をはじめとする多様で魅力ある雇用の場の創出・拡充に努める

とともに、公共職業安定所や職業訓練機関、高等教育機関など関係機関との連携の

もと、新市一体となった就職相談や情報の収集・提供、時代に即した人材育成・研

修機能の強化を図り、若年労働者の地元就職及びＵ・Ｊ・Ｉターン（注10）の促進、

高齢者や女性・障がい者などの雇用促進に努めます。 

また、勤労者福祉関連施設の整備充実や各種余暇情報の提供など福利厚生機能の

充実を進め、すべての就業者が健康で快適に就業できる環境づくりに努めます。 

【主要事業】 

○職業訓練機関の充実促進 

○就職相談の強化、雇用情報の収集・提供 

○人材育成・研修機能の強化 

○高齢者・女性・障がい者雇用の促進 

○勤労者福祉の促進 

○勤労者福祉関連施設の整備及び利用促進 

                                                  
（注10）Ｕ・Ｊ・Ｉターン 

Ｕターンは、進学や就職で一度地方から出た人が、再び地方へ戻って就職又は転職をすること。Ｊターンは、一度

地方を出て都会へ出た人が、出身地ではない地方（出身地と都会の中間地点）で就職又は転職をすること。Ｉター

ンは、東京など都会の出身者が地方で就職又は転職をすること。 
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（２）世界に誇れる大自然と共生するまちづくり 

① 環境都市“くしろ”の創造 

地球環境の保全や循環型社会の形成等の社会的要請に対応し、環境を総合的にと

らえた施策を推進するため、世界に誇れる大自然と共生する新市として、「環境都

市“くしろ”」の創造を進めます。 

このため、全市的な環境保全の指針のもと、行政自らの率先的な環境保全活動の

推進をはじめ、環境情報の収集・提供や環境学習の推進、地球環境保全までを含め

たあらゆる分野における環境問題への適切な対応、新エネルギーの導入、資源循環

型社会の構築に向けた取り組み、さらには住民や事業者の主体的な環境保全活動の

促進など、あらゆる主体の参画による総合的な環境保全の取り組みを推進します。 

また、わが国最大の湿原である釧路湿原は、国立公園であると同時にラムサール

条約登録湿地として国際的にも高い評価を得ています。国、北海道及び関係国際機

関との連携を強化し、その保全と賢明な利用を進めるとともに、この取り組みを核

として、自然環境分野での国際的な協力・連携を進めます。 

【主要事業】 

○地球温暖化防止に向けた取り組みの推進 

○行政自らの率先的な環境保全活動の推進 

○公害の未然防止 

○新エネルギー導入の取り組みの推進 

○浄水汚泥処理施設、下水道汚泥乾燥処理施設の整備と汚泥の有効利用の推進

（再掲）⇒(５)⑨ 

○環境保全に関わる住民啓発の推進 

○環境保全に関する国際協力活動の推進 

 

② 自然環境の保全 

釧路湿原や阿寒湖、タンチョウ、マリモに代表される世界に誇れる貴重な自然環

境・景観を保全するため、住民一人ひとりの自然保護意識の高揚を図ります。 

また、住民参画のもと、自然環境の調査体制や野生生物の生息・生育環境の保全・

再生体制の確立を図り、自然生態系の保全及び自然再生を進めます。 

【主要事業】 

○自然生態系に関する調査・研究、保全・再生体制の確立 

○釧路湿原における自然再生事業の促進 
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③ 自然公園等の適正な利用 

釧路湿原国立公園や阿寒国立公園等の自然公園について、国、北海道及び関係機

関・団体等との連携のもと、適切な形での自然体験・環境学習の場、観光・交流の

場、レクリエーションの場、いこいの場等としての利用を進め、住民や観光客が自

然と適切にふれあえる場や機会の拡充を図ります。 

【主要事業】 

 

○国立公園整備事業等の推進 

○自然解説員等ボランティアの育成 

○自然ふれあい施設等の整備 

○エコツーリズムの推進 
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（３）世界ブランド“くしろ”を発信するまちづくり 

① “くしろ”ブランドの確立と発信 

釧路湿原国立公園、阿寒国立公園の２つの国立公園や、タンチョウ、マリモとい

った世界ブランドをはじめ、魚介類や水産加工品、乳製品、林産品など新市が誇る

多様かつ特色ある地域資源を活用し、“くしろ”ブランドの一層の魅力化と新規開

発を進めるとともに、国内外に向けて総合的、戦略的に発信し、特産品の販路拡大

や新産業の形成をはじめとする新市の新たな活力の創出につなげていきます。 

このため、国、北海道及び関係機関等との連携のもと、国立公園等の保全・整備

はもとより、観光情報関連施設や特産品開発・販売施設、自然観察・体験交流拠点

施設等の整備、地域資源を活用した特色ある公園施設の整備や新たな観光ルートの

整備等を進め、情報化施策との連動のもと、新市一体となった“くしろ”ブランド

の全国・世界への情報発信を推進していきます。 

【主要事業】 

○食をテーマにした観光の推進 

○国立公園整備事業等の推進 （再掲）⇒(2)③ 

○観光（情報）関連施設の整備 

○特産品開発体制の充実と販売拠点施設の整備 

○タンチョウ・マリモに関する調査研究・観察拠点施設の整備 

○新たな観光ルートの整備 

○魅力ある市内周遊ルートの整備 （再掲）⇒(1)⑥ 

○“くしろ”ブランドの情報発信 

 

② 新市イメージアップの推進 

新市としての対外的なイメージアップと住民の一体感の醸成を図るため、総合的

なＣＩ（注11）関連施策を推進し、“くしろ”ブランドの地域資源を活用した案内板

等のデザインの統一をはじめ、ハード・ソフト両面から各種イメージアップ施策の

展開を図ります。 

また、「ふるさと会」等の新市出身者の組織活動への支援やアンテナショップ（注

12）の開設・充実等により、大都市部におけるイメージアップ活動や特産品販売活

                                                  
（注11）ＣＩ 

コーポレイトアイデンティティの略。視覚・行動・精神面での統一を図り、イメージアップを図ること。 

（注12）アンテナショップ 

情報収集や実験等を目的に直営方式で展開する店舗。 
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動等の展開を図り、新市としての一体的なイメージの確立・定着化に努めます。 

【主要事業】 

○新市の統一イメージづくり 

○「ふるさと会」等新市出身者による組織活動への支援 

○大都市圏におけるアンテナショップの開設・充実 
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（４）東北海道の拠点都市としてのまちづくり 

① 市街地及び都市機能の整備 

人々が集う魅力ある市街地環境の創出に向け、既成市街地の再整備等により住環

境の向上及び都市施設の整備を図るとともに、中心市街地と周辺市街地との適正な

機能分担・連携強化に努めます。 

また、東北海道の拠点都市としての都市機能の強化を図るため、都市拠点ゾーン

を中心に、行政拠点機能をはじめ、商業・業務機能、交通・情報拠点機能、教育・

文化機能、国際交流・コンベンション（注13）機能、試験研究・産業支援機能、高度

医療機能等の多様な拠点機能の誘導・集積を進めます。 

【主要事業】 

○行政拠点施設の整備促進 

○釧路駅周辺及び都心部商店街の整備 

○大学等高等教育機関の充実促進 

○広域スポーツ拠点施設の整備促進 

○広域的レクリエーション施設の整備促進 

○高度専門医療機能の充実促進 

 

② 広域交通ネットワークの整備 

道央及び道東各圏域と結び、高速交通ネットワークを形成する北海道横断自動車

道や地域高規格道路をはじめ、国・道道など、広域幹線道路網の整備を促進します。 

また、住民ニーズに即し、関係機関との連携のもと、ＪＲ根室本線・釧網本線や

都市間バスなどの利便性向上を促進していきます。 

【主要事業】 

○高速交通ネットワークの形成 

○一般国道の整備促進 

○道道の整備促進 

○ＪＲ根室本線・釧網本線の利便性の向上 

 

③ 港湾・空港の整備 

世界に開かれた交流拠点としての機能を一層強化するため、東北海道の物流拠点

                                                  
（注13）コンベンション 

会議、大会。 
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港である釧路港の整備及び特定重要港湾への昇格の促進、環境と共生する港湾づく

りの推進を図るほか、広域幹線道路網とアクセスする臨港道路の整備を進めます。 

また、東北海道の空の玄関である釧路空港の整備及び国内航空路線の拡充、国際

便の就航等を促進していきます。 

【主要事業】 

○釧路港の整備 

○釧路港の特定重要港湾への昇格促進 

○環境と共生するエコポート（注14）づくりの推進 

○釧路空港の整備促進 

○釧路空港の国内航空路線の拡充促進 

○釧路空港の国際化の促進 

 

④ 情報化の推進 

ＩＴ（注15）時代の到来により高度情報化が一層進展する中、住民サービスの向上

と地域の振興に向け、全道的な整備動向も踏まえながら、行政内部の情報化をはじ

め、高度情報通信基盤の整備及び多様な分野における情報ネットワークの構築を図

り、新市全体の情報化を進めます。 

また、啓発活動の推進や学習機会の拡充等を通じ、住民及び職員の意識啓発と情

報活用能力の向上を進め、高度情報化社会に即した人材の育成に努めます。 

【主要事業】 

○情報化に関する総合的な計画の策定 

○光ファイバ（注16）網等の高度情報通信基盤の整備 

○行政情報化の推進 

○多様な分野における情報ネットワークの構築 

○情報セキュリティ（注17）対策の推進 

○高度情報化社会に対応した人材の育成 

                                                  
（注14）エコポート 

海域環境、水生生物の生息環境に配慮した施設整備を行う、環境にやさしい港湾。 

（注15）ＩＴ 

情報技術。 

（注16）光ファイバ 

細いガラス繊維の透明なケーブル。大容量・超高速通信には不可欠な伝送媒体。 

（注17）セキュリティ 

安全、保護。 
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（５）思いやりがあり、安心して暮らせるまちづくり 

① 保健・医療の充実 

住民一人ひとりが健康寿命（痴呆や寝たきりにならない状態で生活できる期間）

を伸ばし、生涯にわたって心豊かに安心して暮らせるよう、保健・医療・福祉・教

育の連携強化のもと、住民の健康管理意識の高揚と自主的・主体的な健康づくりを

促進します。 

また、子どもが健やかに産まれ育つための母子保健の充実や、生活習慣病予防及

び介護予防を柱とした成人・老人保健の充実等、保健サービスの推進に努めます。 

さらに、ますます高度化、多様化する医療ニーズや救急・休日・夜間等の医療需

要に応えられるよう、医療施設の整備充実を進めるとともに、医療機関等との連携

を強化し、地域医療体制の充実を図ります。 

【主要事業】 

○健康づくりに関する住民啓発と各種健康づくり事業の推進 

○健康情報システムの構築 

○母子保健事業の充実 

○成人・老人保健事業の充実 

○精神保健・難病・感染症対策の充実 

○安心して医療を受けられるための医療対策の推進 

○医療施設の整備 

○高度専門医療機能の充実促進 （再掲）⇒(4)① 

○救急医療体制、休日・夜間等の地域医療体制の整備 

 

② 地域福祉の充実 

すべての住民が住み慣れた地域で支え合いながら暮らすことができる、思いやり

のある優しい社会づくりを目指して、福祉教育や啓発活動を通じ、住民一人ひとり

の「助け合う心」の一層の定着に努めるとともに、地域福祉活動の中核的な役割を

担う社会福祉協議会、各種福祉団体や民生・児童委員の活動支援、ボランティア団

体の育成・ネットワーク化、さらには身近な地域社会における福祉体制づくりを進

めます。 

【主要事業】 

○福祉教育、啓発活動の推進 
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○社会福祉協議会等への支援 

○民生・児童委員の活動への支援 

 

③ 高齢者福祉の充実 

本格的な高齢社会に対応し、高齢者に対する自立・生活支援サービスの充実、寝

たきり・痴呆の予防など介護が必要な状態にならないための健康づくり施策の強化、

老人クラブ活動の支援等による高齢者のいきがい対策、シルバーパワーの活用を進

めます。 

また、民間事業者等の多様な主体とともに訪問介護、通所介護をはじめとする各

種介護サービスの充実を図るほか、高齢者保健・福祉・介護関連施設の整備充実、

啓発・相談体制の充実、関係機関・組織や民間事業者との連携強化、必要な人材の

確保など、総合的なサービス提供基盤の強化を図ります。 

【主要事業】 

○高齢者の健康づくり施策の推進 

○高齢者の生きがい対策の推進 

○各種介護サービスの充実 

○高齢者保健・福祉・介護関連施設の整備・機能強化 

○緊急通報システムの整備 

 

④ 障がい（児）者福祉の充実 

誰もが等しく普通の生活を送れる社会こそ正常であるという考え方（ノーマライ

ゼーション）に立脚し、社会参加の促進、人にやさしいバリアフリーのまちづくり

など、あらゆる分野で障がい（児）者に配慮した施策を推進していきます。 

このため、啓発・広報活動、交流活動等を通じて障がい者に対する住民の理解を

深めていくとともに、総合的な相談・情報提供体制の整備や民間施設等の活用によ

る保健・医療・福祉サービスの充実に努めます。 

【主要事業】 

○住民啓発、福祉教育、交流活動の推進 

○総合相談・情報提供体制の整備 

○関連団体及び活動への支援 

○障がい（児）者福祉サービスの充実 

○障がい者の就労機会への支援 



 

 37

 

⑤ 子育て支援の充実 

家庭や地域の子育て機能を支えるとともに、次代を担う子どもたちが健やかに産

まれ育つまちづくりを総合的に推進します。 

このため、保育施設の整備充実や多様化する保育ニーズに即した保育内容の充実、

子育てに関わる相談・学習・交流機能の充実をはじめ、若い世代や職場で働く女性

が安心して子育てができる環境・条件の整備を進めます。 

【主要事業】 

○児童館等の整備 

○保育サービスの充実 

○相談・学習・交流機能の充実 

○児童虐待の防止 

○ひとり親家庭への支援 

 

⑥ 地域内交通の確保 

高速道路や国・道道等の広域幹線道路網との連携や機能分担に配慮しながら、市

内の各地域間を結ぶ幹線市道や身近な生活道路の改良・舗装を計画的、効率的に進

めます。 

道路の整備に当たっては、交通安全施設の設置はもとより、防災面や福祉面、環

境・景観面等にも配慮した道づくりに努めるほか、冬期間の交通及び安全性の確保

に努めます。 

また、地方生活バス路線の維持・確保、利便性の向上に努めます。 

【主要事業】 

○幹線市道の整備 

○生活道路の整備 

○自転車道の整備 

○冬道対策の充実 

○地方生活バス路線の維持・確保、利便性の向上促進 

 

⑦ 公園・緑地・水辺の整備 

住民が自然とふれあいながら気軽にスポーツやレクリエーションを楽しみ、いこ

える場、子どもが安心して遊べる場を確保するため、身近な公園の整備を図ります。 
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また、市内外の人々の交流・レクリエーション・自然体験の場として、海岸や河

川周辺、森林、歴史資源等を活用した、観光・交流機能も併せ持つ特色ある公園・

緑地、親水空間の整備を進めます。さらに、遊歩道の整備等による公園・緑地・水

辺等のネットワーク化や住民参加による緑化・花づくり運動の促進に努め、自然資

源を活かした水と緑に包まれた快適な環境づくりを進めます。 

また、河川・排水路の整備や河川管理体制の強化などの治水対策、海岸の保全対

策を促進し、安心・安全な暮らしの確保に努めます。 

【主要事業】 

○公園の整備 

○広域的レクリエーション施設の整備促進 （再掲）⇒(4)① 

○河川・海岸周辺を活用した親水公園・緑地の整備 

○緑のネットワークの整備 

○花と緑のまちづくりの推進 

○河川改修事業の推進 

○海岸保全対策の促進 

 

⑧ 住宅・宅地の整備 

快適な居住環境づくりと定住の促進に向けて、多様な住民ニーズや地域特性に即

した魅力ある良質な宅地の形成や住宅の建設を促進するとともに、美しい街並みづ

くりに努めます。 

また、安全な住環境を確保するため、急傾斜地・がけ地対策等の推進に努めます。 

さらに、高齢者・障がい者等への配慮等や若年層の定住促進といった視点を取り

入れながら、公営住宅の整備など総合的な住宅対策を進めます。 

【主要事業】 

○自然条件を活かした居住環境づくりの推進 

○急傾斜地崩壊対策等の促進 

○公営住宅の建設等の推進 

 

⑨ 上・下水道の整備 

安全で安心な水の安定供給を図るため、良質な水源の確保・保全を図りながら、

施設の老朽化や耐震化等への対応を踏まえ、浄水場や配水管をはじめとする各種水

道施設の整備を計画的に推進するとともに、高度浄水処理による水質の維持・向上
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に努めます。 

また、快適で住みよい居住環境を確保するため、各地域の条件に応じて公共下水

道及び集落排水施設の整備や更新、合併処理浄化槽の設置促進など下水・生活排水

処理施設の早期整備に努め、新市全体における下水道及び水洗化普及率の向上を図

ります。 

さらに、優れた自然環境の保全や資源循環型社会の構築など、自然と共生するま

ちづくりを進めるためにも、汚泥処理施設の整備により、浄水場や下水道処理場か

ら排出される汚泥の減量化と再資源化による有効利用を図るとともに、下水道の合

流改善事業を計画的に推進し都市環境の保持に努めます。 

【主要事業】 

○水質管理体制の強化と水道の高度浄水処理の推進 

○水道施設の整備更新・耐震化の推進 

○浄水汚泥処理施設、下水道汚泥乾燥処理施設の整備と汚泥の有効利用の推進 

○下水道各種施設の整備更新・耐震化の推進 

○下水道の合流改善事業の推進 

 

⑩ 環境衛生の充実 

ごみ処理については、リサイクル関連法等に基づき、新市としての一体的な収集

体制及び処理・処分体制の確立に努めます。また、住民や事業者への意識啓発を積

極的に行いながら、分別排出の徹底や生ごみの再資源化、自主的なリサイクル運動

の促進によるごみの減量化、不法投棄の防止、さらには産業廃棄物の適正処理の促

進に努め、循環型社会の形成を進めます。 

し尿処理については、下水道事業の進捗状況を踏まえながら、収集・処理体制の

効率化に努めるとともに、浄化槽の適正な維持管理の指導に努めます。 

また、墓地及び火葬場については、今後の住民ニーズに応じ、施設や周辺環境の

整備を計画的に進めていきます。 

【主要事業】 

○ごみ焼却・処分施設、リサイクル関連施設の整備 

○ごみ分別・減量化・リサイクルに関わる住民啓発の推進 

○分別収集体制の確立 

○不法投棄の監視・適正処理対策の推進 

○産業廃棄物の適正処理・リサイクルに関わる事業者等への指導・啓発の推進 
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○し尿処理対策の推進 

○墓地・火葬場施設及び周辺環境の整備 

 

⑪ 消防・防災体制の充実 

釧路沖地震や北海道東方沖地震、十勝沖地震の教訓を踏まえ、地震をはじめ火災、

風水害などのあらゆる災害からかけがえのない住民の生命や財産を守り、安心して

暮らせるまちづくりを総合的に進めます。 

このため、消防力の強化や救急搬送体制の充実など、消防・救急体制の一層の充

実に努めるとともに、新市としての地域防災計画に基づき、行政、防災関係機関、

住民が一体となった総合的な防災体制を確立し、災害に強いまちづくりを進めます。 

【主要事業】 

○消防・救急施設、設備の整備 

○防災対策の推進 

○雌阿寒岳火山観測体制の整備促進 

 

⑫ 交通安全・防犯体制の充実 

交通安全教育や啓発活動を積極的に展開して住民の交通安全意識や交通マナー

の高揚を図るとともに、歩道の設置をはじめとする交通安全施設等の整備を計画的

に進め、安全な道路環境づくりに努めます。 

また、啓発活動等を通じて住民の防犯意識の高揚を図るとともに、地域ぐるみの

暴力追放運動や青少年の非行防止活動をはじめ、各種防犯安全活動の促進に努めま

す。 

【主要事業】 

○交通安全教育、住民啓発の推進 

○交通安全施設等の整備 

○暴力追放、防犯に関わる住民啓発の推進 

○防犯・街路灯の整備 
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（６）いきいきとした心豊かな人をはぐくむまちづくり 

① 生涯学習の推進 

生涯の各期における幅広いニーズに即した総合的な学習環境の整備を図り、生涯

学習社会の確立を進めます。 

このため、全市的な生涯学習推進体制の整備のもと、活動拠点となる生涯学習関

連施設の整備充実や有効活用をはじめ、人材登録・活用システムの確立、情報化施

策とも連動した多様な学習情報の提供体制の整備等を図り生涯学習の基盤整備を

進めるとともに、多彩で特色ある生涯学習プログラムの整備を進め、学習機会の拡

充に努めます。 

【主要事業】 

○生涯学習関連施設の整備 

○生涯学習推進体制の充実 

○生涯学習プログラムの整備 

○学習機会の拡充 

○青少年の健全育成 

 

② 学校教育の充実 

明日の新市を担う子どもたちが、生きる力と豊かな心を育み、心身共にたくましい

人間として成長していくことができるよう、幼児教育の充実に努めるとともに、義務

教育においては、特色ある教育・特色ある学校づくり、社会の変化に主体的に対応で

きる力や豊かな心を育む教育を一層推進します。 

また、学校施設・設備の計画的な整備充実を図り、快適な教育環境の確保に努める

とともに、家庭や地域、学校との連携を図りながら、総合的な教育環境の整備を進め

ます。 

高等学校教育についても、地域に密着した個性ある学校づくりや社会変化に対応し

た教育内容の充実をはじめ、施設・設備の充実を進めていくほか、私学の振興を図り

ます。 

また、大学等の高等教育機関の充実及び地域社会との連携強化を促進していきます。 

【主要事業】 

○幼児教育の充実 

○特色ある学校づくりの推進 
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○小・中学校施設の整備 

○障がい児教育の充実 

○学校給食施設の整備 

○就学援助・通学対策の推進 

○高等学校教育の充実 

○大学等高等教育機関の充実促進 （再掲）⇒(41)① 

 

③ 芸術・文化の振興 

文化のかおり高いまちづくりを進めていくため、各種芸術・文化団体の育成・支

援に努め、住民の自主的な芸術・文化活動の一層の活性化を促進していくとともに、

多様な芸術・文化に接する機会や活動成果を発表する機会の拡充、活動施設の整備

充実、指導者の確保・育成等に努めるなど、総合的な文化環境の整備を進めていき

ます。 

【主要事業】 

○各種芸術・文化活動への支援 

○芸術・文化の鑑賞・発表機会の充実 

○芸術・文化関連施設の整備 

 

④ 郷土文化の継承と創造 

地域風土や郷土芸能、伝統行事、祭りなど、それぞれの地域の伝統・文化を尊重

し、コミュニティの交流、世代間交流等により郷土文化の継承を促進していきます。 

また、国指定の史跡や天然記念物、アイヌ文化をはじめ、市内に数多く存在する

有形・無形の貴重な文化財の調査と保存・活用を進めるとともに、展示・学習施設、

文化伝承施設の整備充実・活用を図り、より多くの人々が新市の歴史や文化にふれ

あえる場や機会の提供に努めます。 

【主要事業】 

○郷土芸能、伝統行事、祭り等の保存・伝承 

○指定文化財等の保存調査と適正保護の推進 

○アイヌ文化の保存・振興施策の推進 

 

⑤ スポーツの振興 

住民一人ひとりが生涯にわたってそれぞれの体力や年齢に応じたスポーツに気
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軽に親しみ、健康・体力の維持・増進及び住民相互の交流が図られるよう、各種ス

ポーツ施設の整備充実や管理運営体制の充実に努めるとともに、広域スポーツ拠点

施設としての総合体育館の建設促進など国際・全国・全道規模の大会を開催できる

広域スポーツ拠点施設の整備を進めます。 

また、各種スポーツ団体・クラブの育成や指導者の発掘・養成、スポーツ教室・

大会の充実、総合型地域スポーツクラブの育成、スポーツ情報の収集・提供など、

日常的にスポーツに親しめる場と機会の充実に努めます。 

【主要事業】 

○各種スポーツ施設の整備 

○広域スポーツ拠点施設の整備促進 （再掲）⇒(4)① 

○各種スポーツ団体・クラブの育成・支援 

○総合型地域スポーツクラブの育成の推進 

○競技スポーツの振興 

○生涯スポーツの振興 

 

⑥ 国際化への対応と他の地域との交流の推進 

国際化の一層の進展に対応し、学校教育や生涯学習の場において、国際性豊かな

人材の育成を進めるとともに、国外姉妹都市等との交流や多様な分野における国際

協力活動の展開、外国人住民との身近な交流等を促進します。 

また、外国人住民のまちづくりへの参画を促進するほか、あらゆる分野で外国人

が暮らしやすく行動しやすい世界に開かれたまちづくりを進めます。 

さらに、国内姉妹都市をはじめとする他市町村や学校等との交流や、特色ある交

流イベントの開催を進め、地域の活性化や他地域との交流の推進に役立てていきま

す。 

【主要事業】 

○国際交流を担う人材の育成 

○姉妹都市、友好都市等との交流事業の推進 

○海外技術協力の推進及び国際協力活動への支援体制の整備 

○地域国際化の推進 

 

⑦ 男女共同参画社会の形成 

男女が社会のあらゆる分野に対等な立場で役割・責任を共有しながら参画し、そ
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れぞれの個性や能力を十分に発揮して、主体性を持った生き方ができるよう、総合

的な指針のもと、女性の社会参加機会の拡充を進めるなど、男女共同参画社会の形

成を進めます。 

【主要事業】 

○住民等への啓発の推進 

○女性の社会参加の拡充 

 

⑧ 人権尊重のまちづくりの推進 

社会を構成するさまざまな人々がその持てる能力を十分に発揮することができ

るよう、人権意識の高揚を図るとともに、ノーマライゼーションの理念や敬老精神

の高揚などを図り、お互いを尊重し、助け合うまちづくりを進めます。 

【主要事業】 

○人権教育の推進 

○啓発活動の推進 

 

⑨ コミュニティ活動の促進 

住民相互やコミュニティ間の交流・連携を活発にして、新市としての一体感の高

揚を図るとともに、身近な活動拠点となる施設の整備充実や自主管理・運営の促進、

コミュニティリーダーの育成、さらには自主的な活動や個性あるコミュニティづく

りに対する支援など、地域からの創意と工夫によるまちづくりが自主的・主体的に

展開できる環境づくりを進めます。 

【主要事業】 

○住民相互やコミュニティ間の交流の推進 

○コミュニティ活動拠点施設の整備 

○個性あるコミュニティ活動への支援 
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（７）住民と行政の協働によるまちづくり 

① 住民と行政の協働のまちづくりの推進 

住民と行政との新たなパートナーシップ（注18）の確立のもと、協働のまちづくり

を進めるため、情報公開制度の円滑な運用を図るとともに、さまざまな機会を通じ

行政の仕組みやまちづくりに関わる情報の提供や意識啓発、学習機会の提供を行い

ます。 

また、新市の各種計画の策定や実施・点検・見直し、施設の管理・運営等への住

民の参画・民間の参入を積極的に推進するとともに、多様な住民団体やボランティ

ア、ＮＰＯの育成・支援とその企画・立案によるまちづくり事業の展開を支援しま

す。 

【主要事業】 

○情報公開の推進 

○広報・広聴活動の充実 

○住民参加の推進 

○ボランティア、ＮＰＯまちづくり活動への支援 

 

② 地方分権に対応した行財政運営の推進 

特例市（注19）への移行を目指すなど、自己決定権の拡大を進め、地方分権時代の

自立した自治体経営を確立します。 

また、合併後の長期的な財政状況の展望のもと、あらゆる分野にわたる経費の節

減や自主財源の確保・拡充に努めるとともに、重要度や緊急度、優先度に応じた財

源の重点配分に努め、限られた財源で最大の効果を上げられるよう計画的、効率的

な財政運営を推進します。 

さらに、各地域における住民サービスの向上のため、地域住民の意見をまちづく

りに反映させる仕組みづくりを進めます。 

【主要事業】 

○行財政改革の推進 

○行政情報化の推進 （再掲）⇒(4)④ 

○行政評価制度の導入 

                                                  
（注18）パートナーシップ 

提携・協力関係。 

（注19）特例市 

人口 20 万人以上で、政令で定める市。騒音・悪臭の規制や都市計画事業等の権限が移譲される。 
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○公共施設整備等におけるＰＦＩ（注20）の導入 

○庁舎等の整備 

 

③ 広域行政の推進 

新市の枠組みを越えたより広い視野から、釧路支庁管内、根室圏、オホーツク圏、

十勝圏との連携を強化し、相互の役割・機能の分担を図りながら、東北海道の一体

的な発展に向けた取り組みを進めます。 

【主要事業】 

○東北海道の発展に向けた諸事業の推進 

                                                  
（注20）ＰＦＩ 

社会資本整備などの公共サービス供給を民間主導型で行う事業方式。 
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３．新市における北海道事業の必要性 

 

 

新市は、「豊かな自然の恵み・産業が融和した活力ある東北海道の拠点都市」という

将来像を実現するため、７つの基本目標を定め、地域の特性や資源を活かしながら、魅

力あるまちづくりを進めていきます。 

この基本目標を実現するためには、北海道が主体となって実施する事業が必要不可欠

であり、「２．基本目標別主要事業」に掲げた事業のうち、今後、北海道に支援を期待

する事業としては次のとおりです。 

 

 

基本目標 施策の項目 主要事業 

① 農業の振興 

 

 

 

○農道の整備 

○農地の整備促進 

○家畜ふん尿処理・リサイクル対策の推進

② 林産業の振興 ○林道の整備 

（１）地域の価値を

引き出し、活力

ある産業を拓く

まちづくり 

③ 水産業の振興 ○漁港及び漁港関連施設の整備促進 

（２）世界に誇れる

大自然と共生す

るまちづくり 

③ 自然公園の保全・利活用

 

○国立公園整備事業等の推進 

① 市街地及び都市機能の

整備 

 

 

○行政拠点施設の整備促進 

○広域スポーツ拠点施設の整備促進 

○広域的レクリエーション施設の整備

促進 

○高度専門医療機能の充実促進 

（４）東北海道の拠

点都市としての

まちづくり 

② 広域交通ネットワーク

の整備 

○道道の整備促進 

⑦ 公園・緑地・水辺の整備

 

 

○河川・海岸周辺を活用した親水公

園・緑地の整備 

○河川改修事業の推進 

⑧ 住宅・宅地の整備 ○急傾斜地崩壊対策等の促進 

○公営住宅の建設等の推進 

（５）思いやりがあ

り、安心して暮

らせるまちづく

り 

⑪ 消防・防災体制の充実 ○雌阿寒岳火山観測体制の整備促進 
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第５章 公共施設の配置 

 

 

小・中・高等学校や図書館などの教育施設をはじめ、福祉・文化・スポーツ施設など

の各種公共施設の配置については、特に、総面積が２，０００㎞ 2 を超える広大な市と

いう新市の特殊性を考慮し、釧路港及び釧路空港、北海道横断自動車道、地域高規格道

路、国・道道をはじめとする道路・交通基盤の整備動向や、光ファイバ網等の情報通信

基盤の整備状況等を踏まえ、各地域の利便性のバランスが保たれるよう十分に配慮する

ものとします。 

また、新たな公共施設の整備については、合併後の中・長期的な財政状況を展望し、

事業の効果や効率性について十分に検討を重ねるとともに、既存施設を可能な限り有効

に活用しながら、効率的な整備に努めるものとします。 
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第６章 財政計画 

 

１．前提条件 

新市における財政計画は、歳入歳出の各項目ごとに、過去の実績（現に４市町で構成

している一部事務組合分等を加算）や経済情勢や人口推移等を勘案し、合併後１０年間

について普通会計ベースで作成したものです。 

作成にあたっては、堅実な財政運営を基調に、新市建設計画の実現に必要な経費等、

行政サービス水準に関する調整方針に伴う財政影響分の経費、合併による歳出の削減効

果、国による財政支援分等を勘案しております。 

項目ごとの主な内容は次のとおりです。 

 

（１）歳入 

① 地方税等（譲与税及び交付金） 

過去の実績推移と今後の経済の見通し等を踏まえ、人口推移を勘案しながら現行税制

度を基本として見込みます。 

 

② 地方交付税 

現行の地方交付税制度を基本に、普通交付税については、普通交付税の算定の特例（合

併算定替）により算定し、新市建設計画事業の地方債の元利償還に対する普通交付税措

置、合併直後の臨時的経費に対する普通交付税措置などを見込みます。 

 

③ 分担金及び負担金 

過去の実績推移等を踏まえ見込みます。 

 

④ 使用料及び手数料 

過去の実績推移を踏まえ、合併調整方針に伴う住民負担額の影響分を見込みます。 

 

⑤ 国庫支出金・道支出金 

一般行政経費分は、過去の実績等により算定し、さらに合併に伴う「合併市町村補助

金」等の財政支援を見込みます。 

 

⑥ 財産収入及び寄付金 

過去の実績推移等を踏まえ見込みます。 
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⑦ 繰入金 

予算の各年度間調整をするため、各種基金を効果的に活用していく方針のもと見込みま

す。 

 

⑧ 地方債 

新市建設計画事業に伴う合併特例債及び通常債を見込みます。また、現行の地方財政

制度を基本に、臨時財政対策債及び減税補てん債を見込みます。 

 

（２）歳出 

① 人件費 

合併後退職者の補充を抑制することによる一般職職員の削減、合併による特別職の職

員数、議会議員数等の減少を見込みます。 

 

② 物件費 

過去の実績等により算定し、また、一部事務組合の再編による影響、合併による事務

経費の削減効果を見込みます。 

 

③ 維持補修費 

過去の実績等により算定し、また、一部事務組合の再編による影響、合併による事務

経費の削減効果を見込みます。 

 

④ 扶助費 

過去の実績推移を踏まえ、人口の高齢化を勘案するとともに、行政サービス水準に関

する調整方針に伴う財政影響分の経費等を見込みます。 

 

⑤ 補助費等 

過去の実績等により算定し、合併による経費の削減効果を見込みます。 

 

⑥ 公債費 

合併年度までの地方債に係る償還予定額に、翌年度以降の新市建設計画事業等に伴う

新たな地方債（合併特例債）に係る償還見込額を加えて算定します。 

 

⑦ 積立金 
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合併に伴って創設する基金への積立、予算の各年度間調整をするための積立を見込み

ます。 

 

⑧ 投資・出資・貸付金 

過去の実績等により見込みます。 

 

⑨ 繰出金 

現行制度を基本として、各特別会計の過去の実績推移、行政サービス水準に関する調

整方針に伴う財政影響する経費を見込みます。 

 

⑩ 投資的経費 

新市建設計画事業及び計画事業以外の普通建設事業を見込みます。 
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２．歳入 

（単位：百万円） 

区   分 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

地方税    

地方譲与税    

利子割交付金    

地方消費税交付金    

ゴルフ場利用税交付金    

自動車取得税交付金    

地方特例交付金    

地方交付税     

交通安全対策特別交付金    

分担金及び負担金    

使用料    

手数料    

国庫支出金    

国有提供交付金    

道支出金    

財産収入    

寄附金    

繰入金    

繰越金    

諸収入    

地方債    

歳入合計    

※端数処理のため、合計が合わない場合がある 
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３．歳出 

（単位：百万円） 

区   分 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

人件費    

物件費    

維持補修費    

扶助費    

補助費等    

公債費    

積立金    

投資・出資・貸付金    

繰出金    

投資的経費    

歳出合計    

※端数処理のため、合計が合わない場合がある 


